
（別記） 

令和７年度綾部市農業再生協議会水田収益力強化ビジョン 
 

１ 地域の作物作付の現状、地域が抱える課題  
綾部市の水田面積は耕地面積の約８８％を占めており、水稲を中心に、麦や小豆などの

土地利用型作物や野菜、茶、畜産など、各種の作物を組み合わせた複合経営による農業が

行われている。 

近年、水稲の作付面積は減少傾向にあり、加工用米等の生産拡大によって需要に応じた

米の生産がされてきた。一方で、担い手不足や農業者の高齢化等により、耕作放棄地の発

生がよりいっそう懸念されている。 

耕作放棄地を発生させず水田を有効活用するためには、担い手農家への集約や、新規需

要米を含む需要のある作物生産への転換と水稲生産を同時に推進していく必要がある。 

１０年後の目指すべき姿を明確化するため、地元協議を経て策定した地域計画の実現に

向けて、引き続き協議を実施し、農地中間管理機構を活用した農地集積等により、耕作し

やすい環境を整える。また、耕作以外の作業（除草や水路管理等）を地元で実施する等、

担い手の営農を支える仕組みづくりを検討し、担い手の負担を軽減しつつ、創意工夫に富

んだ農業経営者が存分にチャレンジできる環境を整備するとともに、多様な経営体による

地域農業の強化、耕作放棄地の解消を図ることが必要である。 

 

２ 高収益作物の導入や転換作物等の付加価値の向上等による収益力強

化に向けた産地としての取組方針・目標 

主食用米の需要が減少傾向にある中、水田の高収益化を図るために、新規需要米（飼料

用米、米粉用米、ＷＣＳ用稲、加工用米、新市場開拓用米）や小麦、高収益作物である野

菜類の生産拡大を図っていく。 

新規需要米のうち、飼料用米・米粉用米・ＷＣＳ用稲については、需要先とのマッチン

グや専用品種の種子確保、生産コスト削減等、産地交付金を活用し推進する。 

加工用米については、新型コロナウイルスの影響により一時的に需要が停滞していたが、

現在、需要が回復してきており、酒造業界からの要望に対応するため、生産面積の拡大を

推進する。特に需要のある「京の輝き」は作付面積と収量を確保する。 

新市場開拓用米については、需要が見込める新たな項目として産地交付金を活用しなが

ら新たな海外販路の開拓を促し、取組拡大を図る。 

高収益作物である野菜類については、高齢化等により取組面積が減少傾向にある。京の

ブランド産品に登録されている品目を中心に産地形成に努め、着実に生産量が確保される

ように推進する。 

小豆については、需要は回復基調であるが、近年の高温・干ばつにより生産量が低迷し

ており、安定した生産を推進する。 

小麦については、豆類、野菜等と組み合わせてより合理的な輪作形態の推奨を行う。 

 

３ 畑地化を含めた水田の有効利用に向けた産地としての取組方針・目標  
本市の基本方針は、水田を維持し、主食用米の取組面積を一定確保しながら、ブロック

ローテーションにより、高収益作物や転換作物等を作付体系に取り込み、水田の有効活用

に努める。 

その中で、麦や大豆、そばなどの畑作物の生産拡大に向けて、農業者から要望があれば

基盤整備も視野に入れつつ関係機関等と協議を進め検討する。 

農地の作付状況について、水田台帳等を用いて定期的に点検し、地域の意見をまとめて

策定する地域計画と整合させながら、今後、水稲作に活用される見込みがない水田につい

ては、高収益作物や畑作物への転換を図るほか、農業者等からの意向に沿って畑地化支援



に取り組む。 

 

４ 作物ごとの取組方針等  
（１）主食用米 

 近年の高温等の気象条件は、生産量・品質に大きな影響を与えているが、米の販売価格

は平年に比べ高い水準となっており、収益も見込まれることから、生産量を維持していく

必要がある。 

農業者の高齢化や災害などさまざまな理由で水稲生産を取りやめ、保全管理のみ行う農

家の増加が懸念される中、耕作放棄地の発生防止という観点からも、一定程度の主食用米

生産が必要であり、その中で消費者ニーズに対応した売れる米づくりを進める。 

減農薬・減化学肥料で取り組む特別栽培米や食味ランキングで「特Ａ」を目指す丹波産

コシヒカリ、生産が拡大傾向の京都府オリジナル新品種「京式部」など、生産資材や栽培

方法にこだわる良食味米で高品質な米づくりと、省力化やコスト削減を図る米づくりをと

もに推進する。 

 

（２）備蓄米 

現時点では取組者がない。 

 

（３）非主食用米 

ア 飼料用米 

実需者への出荷や養鶏農家との直接契約による出荷の２パターンの生産形態があり、

いずれも収量確保のために、まずは多収品種の導入を推奨する。 

 

イ 米粉用米 

今後、需要拡大が期待されるパン・麺用の専用品種を推奨し、利用先の拡大・米粉製

粉機械等の導入について検討を進め、米粉生産量の拡大を図る。 

 

ウ 新市場開拓用米 

輸出に関して一定の基準や手続きが必要であり、また、流通コストや商社・貿易会社

等への手数料など費用面においても課題があることから個人農家が取り組むにはハー

ドルが高い。海外販路開拓等の輸出用米などの取り組みの推進を検討する。 

 

エ WCS 用稲 

専用機械に制限があり、生産拡大への課題を整理するとともに生産要望に応えるた

め畜産農家とのマッチングを関係機関と連携して取り組む。 

 

オ 加工用米 

府内酒造業界からの需要がある加工用米については、主に農協等への出荷であり、交

付金も活用しながら収量を確保することで生産者の所得向上につなげる。市内全域で

作付面積を確保するとともに、担い手を中心に働きかけて、「京の輝き」の生産拡大を

行う。 

 

（４）麦、大豆、飼料作物 

ア 小麦 

小麦は、水稲との田畑輪換により、土地・労働力・機械施設の有効活用を図ることが

できる。また、豆類、野菜等との組み合わせにより合理的な輪作体系を構成できる作物

であることを周知し、品質向上と収量確保の取組により更なる推進を図る。 

 



イ 大豆（黒大豆） 

生産の低コスト化、品質の向上を一層推進し、栽培の定着化を図る。 

生産組織による作付拡大を推進するとともに、近年の高温などの気象変動に対応し

た栽培管理により生産の安定化を図る。 

 

ウ 飼料作物 

近年、飼料の高騰を受け、国内産の飼料作物の需要拡大が求められている。耕畜連携

の強化、水田の未利用地の有効活用を推進し生産向上を図る。 

 

（５）そば 

新規生産者の増加は見込めないため、現状維持に努める。山間部に近い農地で生産さ

れ、収穫皆無となる例も多いことから、鳥獣害対策を進め、作付面積を維持しつつ収量

を確保する。 

 

（６）地力増進作物 

農地の土壌は農業生産の基盤であり、持続的な生産に向けて土づくりに取り組むこ

とが重要である。少ない労働力の投入で取組可能な緑肥作物により、環境に配慮しつ

つ、農地の地力増進を図る。 

 

（７）高収益作物 

ア みず菜、壬生菜、賀茂なす、鹿ケ谷かぼちゃ、えびいも、万願寺甘とう、紫ずきん、

京 夏ずきん、えだまめ、九条ねぎ、堀川ごぼう 

高値販売が期待できる有利品目であり、土壌条件の適した地域への拡大を図る。 

特に、万願寺甘とうや紫ずきん・京 夏ずきんについては、重点推進品目として高品

質、増産を目指し、生産技術の向上を図りながら、生産部会を中心に生産意欲を高め、

所得向上につなげる。 

 

イ ミニトマト 

京都市場で評価の高いミニトマトは、収穫時期が長期間あり、小規模ハウスでも収益

が上げられることから、老若男女を問わず推進する。 

 

ウ えびすかぼちゃ 

地域の高収益作物として重要な位置を占めている。地域の実情を考慮しながら共同

作業による集団栽培を進め、作業負担の軽減により産地育成を目指す。 

 

エ ふき 

高齢化や担い手不足により、作物の作付けが難しい地域に、種子・マルチ等による栽

培が確立されたふきの作付けを推進することで、遊休農地の解消と防止を図る。 

 

オ いちご 

施設栽培のいちごは、今後、高収益が期待できる品目として、高設栽培技術による作

業の効率化の検討を図りながら、産地育成を進める。 

 

カ 小豆 

本市の地域振興作物として定着しており、需要は回復基調である。排水改良や適期防

除・適期収穫の徹底を図り、品質向上に努め、近年の高温などの気象変動に対応した栽

培管理により生産の安定化を図る。 

 



（８）畑地化 

水田を畑地化して、畑作物の本作化に取り組む農業者に対し、国の補助事業等を活用

することで、畑地化利用への円滑な移行を促し、より効率的に高収益作物や麦・大豆等

の生産が行われるよう推進を図る。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
  

５ 作物ごとの作付予定面積等 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 課題解決に向けた取組及び目標 



 

 

７ 産地交付金の活用方法の概要 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 課題解決に向けた取組及び目標（別紙） 

７ 活用方法の概要（別紙） 


